
わいわいキッズプランあまがさき 
尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画 

【概要版】 

平成２８年3月 

尼崎市 



どんな計画なの？ 

尼崎市が子どもを産み育てやすいまちになるように、子どもを取り巻く地域社会や事業者、行政など

が更に連携し、取組みを進めるための計画です。既に尼崎市では、この計画の前身となる「わいわいキ

ッズプランあまがさき」を策定し、取組みを進めてきました（前期計画：平成１７年度から平成２１年

度まで 後期計画：平成２２年度から平成２７年度まで）が、計画期間の年限を迎えるにあたり、その

後継となる計画を策定することとなりました。 

この計画は、尼崎市総合計画の部門別計画として、また尼崎市子どもの育ち支援条例の推進計画とし

て位置付けるものです。なお、計画期間は平成２８年度から平成３１年度までです。 

この計画はどうやってつくったの？ 

【こんな会議を開催し、協議・検討しました】 

○尼崎市子ども・子育て審議会 

（市民、学識経験者、市議会議員、保育園、幼稚園、学校関係者及び関係各機関の代表により構成） 

○尼崎市こども青少年未来対策本部（子どもに関する施策を担当する部局で構成） 

【これまでの尼崎市の取組みを評価したものやアンケート調査などから、現状を把握しました】 

○尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画【後期計画】の内部・外部評価書（※１）

○保護者向けアンケート結果（※２） 

○中高生向け意識調査結果                            など 

※１ 内部評価書…尼崎市が自らの取組みを評価したもの 

外部評価書…尼崎市子ども・子育て審議会からの意見・提言 

※２ 小学校就学前の保護者及び小学生の保護者対象 

これまでの流れ（本計画に関係する主なものを抜粋）

※尼崎市子ども・子育て支援事業計画 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等に関する受給計画 

平成 15年7月 

次世代育成支援対策推進法 施行 

※平成17年4月から10年間の時限立法として成立 

平成 17年3月 

わいわいキッズプランあまがさき 

【前期計画】策定 

平成２２年 3月 

わいわいキッズプランあまがさき 

【後期計画】策定 

平成
1５年 

平成
1７年 

平成
２１年 

平成 21年 12月 

尼崎市子どもの育ち支援条例 制定 

平成
２２年 

平成
２６年 

平成
２７年 

平成 26年4月 

次世代育成支援対策推進法を10年間延長 

平成 27年4月 

子ども・子育て支援新制度 施行 

平成２７年３月 

尼崎市子ども・子育て支援事業計画 

策定 

平成２６年３月 

わいわいキッズプランあまがさき 

【後期計画】を1年間延長 
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計画の全体はどのようなものなの？ 

施  策 目  標 施策の方向性 

目標 １ 

子育てを

楽しむ家

庭環境づ

くり

目標 ２ 

すべての

子どもが

健やかに

育つ環境

づくり

目標 ３ 

豊かな心

と生きる

力をはぐ

くむ環境

づくり

安全に安心して産み

育てるための支援 

家庭の子育て環境の

充実に向けた支援 

① 妊産婦・子どもへの健康づくり支援 

② 子育てしやすいまちに向けた取組み 

① 家庭の子育てを支える取組み 

② 子育てと仕事の調和の実現に向けた支援 

社会的支援を必要と

する子ども・家庭への

支援 

地域で子育てを支える

ための支援 

① 要保護・要支援の子どもとその家庭へ
の支援 

② 障害のある子どもとその家庭への支援

① 地域の子育て力を高める取組み 

学校教育の充実に向

けた取組み 

青少年健全育成のた

めの支援 

① 多様な学習機会の提供 

② 多世代・異年齢との交流 

③ 青少年の主体的な活動支援 

③ 学校・家庭・地域社会の連携 

① 学力向上及び健全な心身の育成 

② 教育環境の整備 
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具体的にどのように取り

目標１ 子育てを楽しむ家庭環境

すべての家庭が安心して子どもを

くことを目指します。 

＜施策（取組みの方針）＞ 

安全に安心して産み育てるための

家庭の子育て環境の充実に向けた

目標２ すべての子どもが

すべての子どもが健やかに成長していくことができるような

＜施策（取組みの方針）＞ 

社会的支援を必要とする子ども・

支援 

地域で子育てを支えるための支援

目標３ 豊かな心と生きる

子どもが社会の一員であることを

体ではぐくむ環境づくりを目指します

＜施策（取組みの方針）＞ 

学校教育の充実に向けた取組み 

青少年健全育成のための支援 

【取組み例】 

○乳幼児健康診査の受診率向上に取組

○規則正しい食習慣を身につけたり、

慣を確立してもらうための取組みを

○各種相談窓口や交流の場の周知をはじめとした

する情報発信により、子育て家庭の

う努めます 

○保育所並びに児童ホームの待機児童

とした地域子ども・子育て支援事業

【取組み例】 

○支援を必要とする子どもの早期発見

止に取組みます 

○子育て支援に対する意識の醸成や人材

援などにより、地域の子育て力向上

○子ども・子育てに関する悩みや不安

称）子どもの育ち支援センターの機能

【取組み例】 

○学力向上のための基礎・基本の確実

図るとともに、児童生徒の個性と能力

ます 

○学校が目指す教育の姿を地域に発信

れた学校づくりを推進します 

○青少年が地域で安心して過ごすことができる

流の促進などに努めます 

り組むの？ 

家庭環境づくり 

どもを産み、子育てを楽しく感じることができるような

てるための支援 

けた支援 

どもが健やかに育つ環境づくり 

していくことができるような環境づくりを目指します

家庭への 

支援

きる力をはぐくむ環境づくり 

であることを自覚しつつ他者を尊重し、主体的に強く生きていく

します。 

取組みます 

食育を通した健全な生活習

みを行います 

をはじめとした子育て支援に関

の利用度や満足度が高まるよ

待機児童対策や一時預かりをはじめ

支援事業の取組みを推進します 

早期発見と早期対応、児童虐待の防

人材の発掘・育成に関する支

力向上に努めます 

不安の相談に対応するため、（仮

機能について検討を行います 

確実な定着と学習習慣の確立を

能力を更に伸ばす指導に努め

発信するとともに、地域に開か

ごすことができる場所を確保し、交

じることができるような環境を整備してい

します。 

きていく力を地域社会全
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施策に関連する指標一覧 

施策に関連する指標 
現  状 目指す 

方向 25年度 26年度 

目標１ 子育てを楽しむ家庭環境づくり 

安
全
に
安
心
し
て
生
み
育
て
る
た
め
の
支
援

① 妊産婦・子どもへの健康づくり支援

妊娠11週以内の届出率 93.2％ 94.6％ ↑

乳幼児健康診査の受診率 

3ヵ月児 96.7％ 3ヵ月児 95.5％ 

↑ 
9～10ヵ月児 94.0％ 9～10ヵ月児 93.9％ 

1歳6ヵ月児 93.8％ 1歳6ヵ月児 94.4％ 

3歳児 91.4％  3歳児 92.2％ 

休日・夜間の産婦人科救急患者に対する当番病院の応需体制 100％ 100％ →
小児救急医療電話相談の認知度 ― 47.7％ ↑ 

予防接種（法定）の接種率（麻しん・風しん） 
1期 93.7％ 1期 95.7％ 

↑
2期 97.4％ 2期 89.4％ 

毎日朝食を食べる人の割合 ※ 

※ 幼児は幼稚園・保育所（園）を通じた保護者向けアンケート結果より算出 

小・中学生は全国学力・学習状況調査結果より算出 

幼児 94％ 幼児 94％ 

↑ 小学生 95％ 小学生 93％ 

中学生 91％ 中学生 89％ 

尼っこ健診における生活習慣病の有所見率 45.8％ 52.2％ →
② 子育てしやすいまちに向けた取組み

市内の犯罪認知件数 9,434件 8,639件 ↓

市内の自転車関連事故件数 1,043件 1,009件 ↓

家
庭
の
子
育
て
環
境
の
充
実
に

向
け
た
支
援

① 家庭の子育てを支える取組み

身近に子育ての悩みや不安を相談できる環境があると感じる市民の割合 46.4％ 47.7％ ↑

こんにちは赤ちゃん事業の訪問実施率 86.3％ 89.4％ ↑ 

つどいの広場利用者数 48,529人 62,595人 ↑ 

保育所入所待機児童数（年度当初） 74人 80人 ↓

児童ホーム入所待機児童数（5月1日時点） 144人 179人 ↓

② 子育てと仕事の調和の実現に向けた取組み

「男は仕事、女は家事、育児」という考え方に対する不同意の割合の増加 64.3％ 68.0％ ↑

無料職業紹介窓口求職登録者の就職件数のうち女性の就職件数の割合 23.2％ 31.2％ ↑ 

目標２ すべての子どもが健やかに育つ環境づくり

社
会
的
支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援

① 要保護・要支援の子どもとその家庭への支援

子どもの育ち支援ワーカーが活動した学校数 20校 30校 ↑ 

学校の要請に対する支援校の割合 100％ 100％ →
要保護児童対策地域協議会の相談件数 1,556件 1,827件 ↑ 

要保護児童に関する個別ケース検討件数 244件 258件 ↑ 

子育て家庭ショートステイ利用者数 18件 18件 ↑ 

母子生活支援施設入所者のうち自ら居宅を構え退所した世帯数 10世帯 5世帯 ↑

生活保護受給世帯の子どもの高校進学率 90.7％ 89.6％ ↑

② 障害のある子どもとその家庭への支援

障害児支援利用計画の作成達成率 ― 4.2％ ↑

地
域
で
子
育
て
を

支
え
る
た
め
の
支
援

① 地域の子育て力を高める取組み

身近に子育ての悩みや不安を相談できる環境があると感じる市民の割合 46.4％ 47.7％ ↑

子育てに関するワークショップや交流会に参加した人の満足度 100.0％ 94.6％ ↑ 

子育てに関する活動グループ（子育てサークル）数 33団体 31団体 ↑ 

少年補導委員による補導活動の延べ人数 16,853人 17,463人 ↑
就学前児童がいる世帯で、身近に子育ての悩みや不安を相談できる環境があると感
じる市民の割合 70.7％ 75.5％ ↑
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施策に関連する指標 
現  状 目指す 

方向 25年度 26年度 

目標３ 豊かな心と生きる力をはぐくむ環境づくり

学
校
教
育
の
充
実
に
向
け
た
取
組
み

① 学力向上及び健全な心身の育成

学力調査における平均正答率の全国との比較 
小6 △1.5～△4.1 小6 △2.2～△3.4 

↑ 
中3 △3.9～△5.8 中3 △1.9～△3.2 

授業の内容はよくわかると答えた児童生徒の割合 

小6 国語73.1％ 
小6 算数73.5％

小6 国語72.3％ 
小6 算数73.3％

↑ 
中3 国語68.6％ 
中3 算数70.3％

中3 国語69.3％ 
中3 算数67.8％

家で、自分で計画を立てて勉強をしていると答えた児童生徒の割

合 

小6 46.6％ 小6 47.4％ 
↑ 

中3 38.3％ 中3 37.3％ 

不登校児童生徒の割合 
小 0.64％ 小 0.56％ 

↓
中 4.17％ 中 4.21％ 

小・中学生が受ける新体力テストにおける平均得点 45.0 44.1 ↑

② 教育環境の整備

普通教室空調機設置率 
小 47.2％ 小 48.4％ 

↑ 
中 50.8％ 中 52.3％ 

③ 学校・家庭・地域社会の連携

学校の教育活動にかかわりを持っている市民の割合 35.7％ 30.4％ ↑

今住んでいる地域の行事に参加していると回答する児童生徒の割合 
小6 40.7％ 小6 44.5％ 

↑ 
中3 21.0％ 中3 21.5％ 

地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があると回答す

る児童生徒の割合 

小6 47.5％ 小6 53.6％ 
↑

中3 44.2％ 中3 45.8％ 

のびよ尼っ子健全育成事業への参加者数 79,732人 80,374人 ↑

学校評価項目のうち、「家庭・地域・学校の連携を深め、信頼され、活力

に満ちた学校園づくりに取り組む」に係る学校関係者評価の平均評価値 
3.2点 3.3点 ↑ 

青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
の
支
援

① 多様な学習機会の提供

生涯学習推進事業等講座受講者数（公民館利用者数の内数） 16,034人 16,795人 →

図書館行事への参加人数 7,065人 7,764人 ↑ 

② 多世代・異年齢との交流

家庭・地域教育推進事業等講座受講者数（公民館利用者数の内数） 17,791人 18,471人 →
③ 青少年の主体的な活動支援

青少年活動の団体数 29団体 30団体 ↑ 

青少年センターの居場所の利用人数（16:30時点） 3,945人 4,022人 ↑ 

青少年の居場所の数 5箇所 7箇所 ↑

こどもクラブの延べ参加者数（児童ホーム待機児童を除く） 206,241人 199,408人 ↑ 

青少年いこいの家の利用者数 13,139人 12,764人 ↑ 
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計画をどう進めていくの？ 

○関係機関・団体等との連携を深め、情報の共有化を図りながら事業の推進・調整を行います 

○家庭・地域・事業者・行政などそれぞれが子育てや子どもの健全育成への責任や役割を認識します 

○家庭・地域・事業者・行政などそれぞれが互いに力を合わせて、子育て支援に関わる様々な施策の計

画的・総合的な推進に取組みます 

○平成３１年度の目標達成に向けた進捗管理を行います 

＜尼崎市における次世代育成支援推進の全体イメージ＞

すべての子どもと 

子育て家庭 
～子どもの笑顔が 輝くまち あまがさき～ 

あまがさきキッズサポーターズ 

子育てサークル 

市民(子育て経験者、 

高齢者など) 

大学・専門学校、学生、 

専門家、ＮＰＯ法人 

社会福祉協議会 

民生児童委員、 

子ども会、ＰＴＡ 等 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校 

教育総合センター 

私立保育所 

兵庫県西宮こども家庭センター 

医療機関 

尼崎市
（次世代育成支援施策の推進） 

事業者 
子育て支援活動等 

行政の子育て支援

国・県

連

携

地
域
主
体
の
子
ど
も
支
援
・
子
育
て
支
援

行
政
主
体
の
子
ど
も
支
援
・
子
育
て
支
援

専門的な子ども支援・子育て支援

連携・活動

連

尼崎市民・市民団体等

関係機関

福祉事務所 

保健所・保健センター 

障害児施設・養護施設 

大学・研究機関 

警察   …等 

尼崎市民・市民団体等と

行政との協働の取り組み
連携・支援

協働による支援

携
連

携

尼崎市民・市民団体等と
行政との協働の取組み

関係機関

幼稚園・小学校・中学校・高等学校 福祉事務所
教育総合センター 保健所・保健センター
保育所（園） 障害児施設・養護施設
兵庫県西宮こども家庭センター 大学・研究機関
医療機関 警察 …等

連携 連携
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どのように進捗管理を行うの？ 

○尼崎市総合計画の施策評価システムを活用し、評価（Check）、改善（Action）に力点を置いた、循

環型マネジメントサイクル（PDCAサイクル）を推進します 

○庁内会議体（尼崎市こども青少年未来対策本部並びに庁内推進会議）にて施策ごとの点検・評価を行

います 

○その結果を庁外会議体（尼崎市子ども・子育て審議会並びに計画推進部会）に報告し、専門的見地や

市民目線での意見・提言を次年度以降の施策の推進に活用します 

報 告 

庁内推進会議 
（各施策推進状況の把握、課題の抽出） 

計画推進部会 
（次世代行動計画・子ども・子育て支援

事業計画に関する進捗管理） 

庁外会議体 

子ども・子育て審議会 

＜所掌事項＞ 

 児童福祉及び母子保健及び幼児期の学校

教育に関する検討 

(子どもの育ち支援条例に基づく、子ども

に関する施策の推進のための計画に関す

ることも含む） 

（委員の構成） 

学識経験者、市議会議員、団体等代表、

公募による市民委員 

意見 

提言 

庁内会議体 

＜計画の進捗管理体制＞

こども青少年未来対策本部

＜所掌事項＞ 

子どもに関連する施策等を総合的かつ効果

的に進めるための協議及び総合調整

（委員の構成） 

市長、両副市長、教育長、顧問、関連

局の局長 
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